
A  「続柄（世帯主、妻、子　等）」の記載があるものを発行してください

B　「世帯全員」の記載があり、発行から3カ月以内のものを提出してください。

　　※住民票はホチキスを外さずに提出してください。

＊ 学生及び無収入の方も提出が必要です。

＊ 被保険者と同居している場合は、1部のみ提出してください。

　 別居している場合は、被保険者と被扶養者それぞれの住民票を提出してください。

　調査対象者が複数いる場合で、同じ住民票に全員分の記載がある場合は、

　原本を代表者１名に添付し、提出してください。

＊ 被保険者との同居かつ同一世帯が被扶養者の条件となっている方（義父義母、継子 等）と、

　 別世帯になっている場合は、被扶養者削除の手続きが必要です。

　 

　 

【留　意　事　項】

 住民票

A

B

「住民票」に関する よくある質問

Ｑ 被扶養者と世帯分離をしていますが、一つ屋根の下に住んでいるので

同居扱いになりますか？

Ａ 世帯分離の場合、別居（別世帯）の扱いとなります。

送金の明細票等、被保険者が被扶養者の生計を維持している（生活の面倒を

みている）ことが確認できる証明書を提出していただく必要があります。

（日野健保HP→申請書一覧→令和4年度被扶養者資格確認調査に関する申請書

及び証明書見本等→書式8：送金額申告書・送金証明書 参照）

証明書見本

入手先：市区町村


